
別表第２（第７条、第９条関係） 

補助事業区分 添付書類 

建物状況調査 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

手続き・相談 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) その他町長が必要と認めるもの 

家財整理 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 現況写真（日付のあるもの） 

(5) 残置物等の状況がわかる写真 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

賃貸改修 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書又はその

他の補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人

の場合は、当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し（施工内

容及び積算内容を確認できるもの） 



(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 補助事業施工箇所現況写真（日付のあるもの） 

(5) 賃貸借契約書の写し 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

解体 

(1) 登記事項証明書、固定資産評価証明書、その他の

補助対象空き家の所在地及び所有者（相続人の場

合は当該相続人）であることを証明するもの 

(2) 補助事業費が確認できる見積書の写し（施工内

容及び積算内容を確認できるもの） 

(3) 町税を滞納していないことを証明するもの 

(4) 補助事業施工箇所現況写真（日付のあるもの） 

(5) 補助事業を行う建設業者の建設業許可書又は建

設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第２

３条第２項の規定による通知書の写し 

(6) その他町長が必要と認めるもの 

 

 


